
～   そうだ 健診にいこう編  ～  

健康家族の年に 1度は健康診査 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ※イラストレーター moko  

2018年9月～2019年8月号まで4コマ漫画のイラストを描いてくださったのは、 

2019 年 3 月に保健センターを退職された看護師です。現在は、訪問看護師として 

活躍する傍ら、フリーのイラストレーターとしても活躍しています。 

 

 

令和元年度の健康診査は 6 月 10日（月）～10月 31日（木） 

対象となる人は、特定健診の場合、40歳以上の沼津市国保の人 

がん検診の場合は、女性は 20 歳以上、男性は 35歳以上の人 

 

 沼津市はメタボリックシンドローム該当者の割合が県と比べて、1.2 倍

多い状況です。（県の平成 28年度特定健診データ分析報告書より） 

 また、2人に一人が、がんになり 3人に一人ががんで亡くなっています。 

 この機会に、自分のからだのメンテナンスをしてみましょう。 
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生活習慣病は自覚症状がないものも多いため、気づいた時には治療が必要な状態であ

ることも少なくありません。そのため、定期的な健診で数値を確認し、生活習慣を見直

すことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度の沼津市健康診査の実施内容についてはホームページで確認してください。  

 

・継続受診で       ・病気の予防ができれば   ・病気の予防が 

健康管理ができる！  ⇒ 医療費が削減できる   ⇒ できて安心！！ 

                   

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/health/kenko_hoken/kenkoshinsa/kenkoushinsa.htm

